
て

明
治
末
年
に

至
っ

て
か
ら
で

あ
っ

た
。

三
　
神
奈
川
県
の

官
吏
と
そ
の

配
置

機
関
・

官
位
別

の
人
員
と
配
置

第
三
十
六
表
は
一

八
九
〇
（
明
治
二

十
三

）
年
お
よ
び
一

八
九
三
（
明
治
二

十
六

）
年
に

お
け
る

神
奈
川
県
の

官
吏
（
郡
吏
、

準
職

員
も
含
む

）
の

機
関
別
お
よ
び
官
位
別
の

人
員
と
総
人
員
に

占
め
る
各
機
関
の

割
合
を
表
し
た
も
の

だ
が
、

一

覧
し
て

明
ら
か

な
よ
う
に

警
察
部
の

人
員
が
他
の

諸
機
関
に

比
し
て

多
く
な
っ

て
い

る
。

と
く
に
、

九
三
年
は
三
多

摩
分
離
後
で

あ
り
、

他
の

諸
機
関
が
軒
並
な
み
減
少
し
て
い

る
の

に
、

警
察
部
の

比
率
は
高
く
な
っ

て
い

た
。

こ

の

警
察
部
と
監
獄
署
を
合
わ
せ
た
治
安
関
係
機
関
は
九
〇
年
で

全
体
の

七
四
・

五
㌫
、

九
三
年
で

は
七
八
・

九
九
㌫
に

達
し
て
い

た
。

こ

う
し
た
傾
向
は
そ
の

後
も
変
わ
る
こ

と
が
な
い
。

官
位
別
の

総
人
員
に

占
め
る
割
合
を
み
て

ゆ
く
と
、

奏
任
以
上
の

高
等
官
は
九
〇
年
で

は
一

・

二

六
㌫
、

九
三
年
で

は
一

・

二

七
㌫
、

判
任
は
九
〇
年
で

は
一

八
・

〇
五
㌫
、

九
三
年
で
は
二
一

・

二

九
㌫
、

判
任
待
遇
は
九
〇
年
で

は
五
四
・

九
六
㌫
、

九
三
年
で

は
六
三
・

四
四
㌫
、

傭
等
そ
の

他
が

九
〇
年
で

は
二
五
・

七
三
㌫
、

九
三
年
で

は
一

四
㌫
と
な
っ

て
い

る
。

九
〇
年
と
九
三
年
を
比
較
す

る
と
、

一

方
で

判
任
官
の

増
加
と
他
方
で

傭
等
そ
の

他
の

準
職
員
の

減
少
が
目
立
っ

て
い

る
。

と
く

に

郡
役
所
に
お
い

て

そ
れ
が
著
し
い
。

こ

れ
は
郡
制
施
行
を
前
に
し
て
、

町
村
を
直
接
指
揮
監
督
す

る
郡
役
所
の

強
化
を
物
語
っ

て
い

た
。

この時期の県庁舎　県史編集室蔵
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人
件
費
の
割
合

第
三
十
七
表
は
官
位
別
の

俸

給
額
と
各
機
関
別
の

俸
給
額

を
月
額
で

表
出
し
た
も
の

だ
が
、

勅
任
知
事
一

人

の

俸
給
が
、

九
〇
年
で

全
は
体
の
一

・

六
六
㌫
、

九
三
年
で
は
一

・

七
六
㌫
も
占
め
て
い

た
。

奏
任

は
九
〇
年
で

は
七
・

二
六
㌫
、

九
三
年
で

は
七
・

六
三
㌫
を
占
め
て
い

た
。

判
任
は
九
〇
年
で

は
三

二
・

九
三
㌫
、

九
三
年
で
は
三
三
・

七
五
㌫
、

判

任
待
遇
は
九
〇
年
で
は
三
八
・

一

一

㌫
、

九
三
年

で

は
四
七
・

七
七
㌫
、

そ
の

他
は

九
〇
年
で
二

〇
・

〇
五
㌫
、

九
三
年
で
は
九
・

一

〇
㌫
と
な
っ

て
い

た
。

奏
任
以
上
の

高
等
官
は
人
員
で

は
全
体

の
一

・

二
七
㌫
（
九
三
年
度
）
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

俸
給
に
お
い

て

は
九
・

三
九
㌫
に

達
し
て
い

た
。

官
位
の

重
さ
は
俸
給
の

上
に

お
い

て

も
厳
然
と
し

て
い

た
。

第36表　県庁の人員配置表

『神奈川県統計書』から作成

人
件
費
の

割
合
を
各
機
関
別
に

み
る
と
、

知
事
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官
房
お
よ
び
内
務
部
は
九
〇
年
で
は
一

九
・

七
五
㌫
、

九
三

年
で

は
一

七
・

九
三
㌫
、

警
察
部
は
九
〇
年

で

は
四
〇
・

六
㌫
、

九
三
年
で

は
五
〇
・

一

八
㌫
、

収
税
部
は
九
〇
年
で

は
一

〇
・

五
三
㌫
、

九
三
年
で

は
七
・

八
五
㌫
、

監
獄
署
は
九
〇
年
で

は
一

八
・

〇
三
㌫
、

九
三
年
で

は
一

四
・

六
㌫
、

郡
役
所
は
九
〇

年
で
は
一

一

・

〇
九
㌫
、

九
三
年
で
は
九
・

三
七
㌫
と
そ
れ
ぞ
れ
な
っ

て
い

た
。

人
件
費
の

側
面
か
ら
み

て

も
警
察
部
お
よ
び
監
獄
署
を
合
わ
せ
た
治
安
関
係
機
関
の

圧
倒
的
な
比
重
の

高
さ
を
示
し
て
い

る
。

知

事
官
房
及
び
内
務
部
は
人
員
で

は
一

〇
㌫
に

み
た
な
い

に

も
か
か
わ
ら
ず
、

人
件
費
に
お
い

て
は
約
二
〇

㌫
を
占
め
て
い

た
。

い

う
ま
で

も
な
く
、

高
等
官
の

占
め
る
割
合
が
高
い

か
ら
で

あ
っ

た
。

第37表　官位別機関別の俸給額

『神奈川県統計書』から作成

第38表　町村行政担当者の人件費

『神奈川県統計書』から作成

県
行
政
の
役
割

と
こ

ろ
で
、

県
庁
構
成
員
の

人
員

お
よ
び
人
件
費
か
ら
み
る
と
、

県

民
の

生
活
と
か
か
わ
り
の

あ
る
一

般
行
政
機
関
の

小
規

模
の

姿
と
、

そ
れ
と
は
逆
に

治
安
関
係
機
関
の

肥
大
し

た
姿
が
目
立
っ

て
い

る
。

こ

う
し
た
事
実
は
、

県
行
政

の

実
体
が
直
接
的
に

は
治
安
と
徴
税
を
担
い
、

そ
れ
に

出
先
機
関
で

あ
る
郡
役
所
を
介
し
て

町
村
行
政
を
指
揮

監
督
す
る
こ

と
に

あ
る
こ

と
を
表
し
て
い

る
。

第
三
十

八
表
を
み
る

と

そ

う
し

た
事
実
が
一

層
は
っ

き
り
す

る
。

町
村
行
政
の

担
当
者
は
人
員
に
お
い

て

は
県
庁
構
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成
員
よ
り
多
い

に

も
か
か
わ
ら
ず
、

人
件
費
に
お
い

て

は
県
庁
構
成
員
の

三
〇
・

一

四
㌫
に

し
か

な
ら
な
い
。

「
市
制
・

町
村
制
」
に
よ
っ

て
、

町
村

長
等
は
名
誉
職
を
原
則
と
し
た
意
義
が
よ
く
現
れ
て
い

た
。

当
時
、

町
村
の

行
政
事
務
の

約
八
〇
㌫
が
国
政
の

委
任
事
務
で

あ
っ

た
。

一

般
行
政
の

実
務
は
町
村
が
負
担
し
、

治
安
徴
税
を
国
＝
県
が
掌
握
す

る
組
織
形
態
が
こ

う
し
た
人
員
配
置
か
ら
も
う
か
が
え
る
の

で

あ
る
。

第
二

節
　
郡
制

市
制

町
村
制

一

　

町
村
合
併
の

基
本
方
針

町
村
合
併
と

県
の
方
針

「
市
制
・

町
村
」
制
が
公
布
さ
れ
た
の

は
一

八
八
八
（
明
治
二
十
一

）
年
四
月
十
七
日
で

あ
る
。

そ
の

約
一

か
月
後
、

五
月
二

十
五

日
、

県
当
局
は
各
郡
長
に

対
し
、

町
村
制
実
施
に

関
す
る
調
査
を
命
じ
た
。

そ
の

内
容
は
、

㈠
　
町
村
の

廃
置
分
合
お
よ
び
境
界

の

変
更
を
要
す
る
見
込
み
、

㈡
　
基
本
財
産
と
な
す
べ

き
も
の

の

種
類
お
よ
び
価
格
、

㈢
　
法
律
に

明
文
の

な
い

町
村
事
務
お
よ
び
住
民
の

権
利
義

務
に

関
し
て

特
に

町
村
条
例
を
要
す
る
見
込
み
、

㈣
　
町
村
会
組
織
の

概
要
等
々

を
報
告
す
る
よ
う
に

求
め
た
。

そ
し
て

六
月
五
日
、

郡
区
長
会
を

招
集
し
た
。

県
知
事
沖
守
固
は
、

市
制
・

町
村
制
実
施
準
備
に

関
す
る
諸
懸
案
事
項

―
施
行
期
日
・

町
村
合
併
お
よ
び
町
村
組
合
・

町
村
長
助
役
の

名
誉
職

制
・

旧
町
村
の

共
有
財
産
等
々

―
に
つ

い

て

諮
問
し
た
。

郡
区
長
の

二
日
間
の

協
議
の

後
を
う
け
、

知
事
は
総
括
的
方
針
を
提
示
し
た
。

そ
れ
は

次
の

よ
う
な
内
容
で

あ
っ

た
。
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㈠

　
本
県
に

お
け
る
施
行
期
日
は
一

八
八
九
（
明
治
二

十
二

）
年
四
月
一

日
と
す
る
。

㈡

　
町
村
長
は
す
べ

て

名
誉
職
と
し
、

収
入
役
は
身
元
保
証
金
を
徴
す
る
方
針
を
も
っ

て

取
り
調
べ

る
。

㈢
　「
本
制
実
施
中
ノ

最
要
件
」
で

あ
る
新
町
村
区
画
の

設
定
に

際
し
て

小
合
併
、

小
独
立
を
避
け
、

法
律
が
希
望
し
て
い

る

よ

う
に

「
有
力
ノ

町
村
ヲ

造
成
」
す

る
よ
う
努
力
し
、

「
連
合
町
村
則
一

戸
長
所
轄
区
域
」
を
大
約
の

標
準
と

す
る
。

ま
た
、

新
区
画
設
定
に
当
た
っ

て

は
極
力
誘
導
説
諭
し
て

合
併
を
促
し
、

止
む

を
得
な
い

場
合
の

み
町
村
組
合
と
す
る
。

（
足
柄
上
郡
役
所
「
町
村
制
回
議
」、

資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
一

二
八
）

「
市
制
・

町
村
制
」
の

実
施
に

当
た
っ

て

各
府
県
が
最
も
苦
心
し

た
の

は
、

旧
来
の

町
村
の

大
幅
な
変
更
と
な
る
町
村
の

廃
合
整
理
、

い

わ
ゆ
る

町
村
合
併
で

あ
っ

た
。

郡
区
長
会
に
お
い

て

も
新
町
村
の

区
画
設
定
に

関
し
て

議
論
百
出
し
た
。

政
府
の

ね
ら
い

が
「
政
府
ノ

事
務
ヲ

地
方
ニ

分
任
シ
、

又
人
民
ヲ
シ

テ
之
ニ

参
与
セ

シ

メ

以
テ
政
府
ノ

繁
雑
ヲ

省
キ
併
セ

テ
人
民
ノ

本
務
ヲ

尽
サ

セ

シ

メ

ン

ト
ス

ル

ニ

在
リ

」（「
市
制
町
村
制
理
由
書
」）。

す
な
わ
ち
、

国
家
行
政
の

地
方
へ

の

負
担
分
任
を
本
質
と
し
、

そ
の

「
自
治
」
と
は
各
町
村

を
し
て

国
家
の

要
請
を
主
体
的
に

支
え
る
単
位
と
す
る
こ

と
で

あ
っ

た
。

そ
こ

で

「
市
制
町
村
制
理
由
書
」
は
「
市
町
村
ノ

区
域
ハ

従
来
ノ

成
立
ヲ

存
シ

テ
之
ヲ

変
更
セ

サ
ル

ヲ

原
則
ト
ス

」
と
い

い

な
が
ら
、

す
ぐ
そ
の

あ
と
に

「
有
力
ノ

町
村
ヲ

造
成
」
す
る
こ

と
は
、

国
家
の

利
害
に

関
す
る
こ

と
で

あ
り
、

町
村
の

廃
置
分
合
は
「
国
ノ

干
渉
」
を
要
し
、

「
仮
令
其

承
諾
ナ
キ
モ

之
ヲ

断
行
ス

ル

権
力
ア
ル

ヲ

要
ス

」
と
住
民
の

意
志
を
無

視
し
て

も
新
町
村
の

区
画
設
定
を
断
乎
と
し
て

実
行
す
る
こ

と
を
明
確

に

打
ち
出
し
て
い

た
。

知
事
の

方
針
は
こ

う
し
た
法
律
の

精
神
に

従
っ

て

提
示
さ
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

第39表　郡別戸長役場数

『神奈川県町村合併誌』から作成

と
こ

ろ
で
、

知
事
の

方
針
に

言
う
「
連
合
町
村
則
一

戸
長
所
轄
区

域
」
と
は
、

一

八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
五
月
に

「
区
町
村
会
法
」
と
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と
も
に

改
正
さ
れ
た
戸
長
役
場
の

所
轄
区
域
の
こ

と
で

あ
る
。

八

四
年
の

改
正
で
、

そ
れ
ま
で

各
町
村
ご
と
に

設
置
し
た
戸
長
役
場

を
合
併
し
、

平
均
五
百
戸
を
単
位
と
し
た
数
町
村
の

連
合
し
た
地

域
を
官
選
の
一

戸
長
を
し
て

管
轄
せ
し
め
る
こ

と
に

な
っ

た
。

神

奈
川
県
に
お
い

て

は
同
年
六
月
十
八
日
、

甲
第
四
八

号
に

よ
っ

て
、

改
正
戸
長
役
場
区
域
を
定
め
た
。

そ
れ
を
郡
別
に

み
る
と
第

三
十
九
表
の

よ
う
に
な
っ

て
い

た
。

県
下
十
五
郡
の

千
二

百
七
十

六
の

町
村
が
二
百
十
一

の

行
政
区
画
に

再
編
さ
れ
た
。

そ
し
て
こ

の

二
百
十
一

区
画
が
町
村
合
併
の

目
標
と
な
っ

た
の

で

あ
る
。

さ
て
、

前
記
六
月
の

郡
区
長
会
の

直
後
の

同
月
十
三
日
、

内
務

大
臣
は
各
府
県
知
事
へ

町
村
合
併
規
準
を
訓
令
し
た
。

神
奈
川
県

は
こ

の

訓
令
以
前
に

実
施
準
備
に

取
り
組
ん
で
い

た
わ
け
で
、

か

な
り
当
局
が
意
気
込
ん
で
い

た
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

と
も
あ

れ
、

こ

う
し
て
、

「
市
制
・

町
村
制
」
の

実
施
準
備
は
本
格
化
し

て
い

っ

た
。

第40表　郡長見込案

足柄上郡役所『町村制回議』から作成

郡
長
の

見
込
案

県
当
局
は
七
月
九
日
再
度
郡
区
長
会
を
招
集

し
た
。

こ

の

郡
区
長
会
に
お
い

て
、

各
郡
長
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か
ら
新
町
村
区
画
の

見
込
案
が
提
出
さ
れ
た
（
第
四
十
表
参
照
）。

知
事
の

方
針
で

は
、

新
町
村
の

区
画
は
二
百
十
一

で

あ
っ

た
か
ら
、

こ

の

郡
長
提

出
案
の

二
百
三
十
五
は
、

そ
れ
ほ
ど
目
標
を
は
ず
れ
た
数
値
で
は
な
い
。

し
か
し
二

百
三
十
五
区
画
の

う
ち
、

止
む
を
得
な
い

場
合
の

み
と
さ
れ
た

町
村
組
合
が
三
一

・

五
㌫
を
占
め
て
い

た
。

久
良
岐
・

西
多
摩
・

三
浦
・

足
柄
上
な
ど
の

各
郡
は
ほ
と
ん
ど
が
町
村
組
合
と
な
っ

て
お
り
、

そ
の

逆

に
、

都
筑
・

南
多
摩
・

北
多
摩
・

高
座
・

大
住
・

淘
綾
・

足
柄
下
・

愛
甲
の

各
郡
は
す
べ

て

独
立
町
村
と
な
っ

て

お

り
、

県
当
局
の

方
針
に

対
す
る

各
郡
長
の

受
け
取
り
方
が
ま
ち
ま
ち
で

あ
り
、

大
幅
な
手
直
し
が
必
要
で

あ
っ

た
。

知
事
は
、

あ
ら
た
め
て
、

合
併
に
せ
よ
、

組
合
に

よ
る
に
せ
よ
、

詳
細
な
調
査
が
必
要
で
あ
り
、

県
へ

の

提
出
書
類
に

は
明
確
な
理
由
を
記
載
す

る
よ
う
に

指
示
し
た
。

各
郡
長
は
知
事
の

指
示
に

従
っ

て
、

新
た
に

郡
長
見
込
み
の

新
区
画
を
設
定
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の

町
村
に

関
し
て
、

㈠
　
田
・

畑
・

宅
地
・

塩
田
・

鉱
泉
地
・

池
沼
・

山
林
・

原
野
・

雑
種
地
等
の

反
別
・

人
口
・

戸
数

㈡
　
諸
税
お
よ
び
町
村
費
・

町
村
有
財
産
・

負
債
等
に

つ

い

て

の

調
査
に

着
手
し
た
。

こ

う
し
て

県
当
局
の

強
力
な
指
導
の

も
と
に

新
町
村
の

区
画
が
設
定
さ
れ
て

行
っ

た
。

各
郡
長
の

調
査
は
八
月
末
に

は
一

応
終
了
し
、

九
月
一

日
、

郡
区
長
会
が
召
集
さ
れ
た
。

席
上
、

沖
知
事
は
次
の

よ
う
に

述
べ

て
い

る
。

抑
、

町
村
ノ

廃
置
分
合
ハ

本
官
職
権
上
、

之
ヲ

処
分
シ

得
ヘ

シ

ト
雖
ト
モ
、

亦
人
民
ノ

意
向
ヲ

斟
酌
セ

サ

ル

ハ

論
ヲ

俟
タ
サ
ル

也
。

只
之
ヲ

諮
詢
ス

ル

ニ

、

其
時
機

ヲ

誤
ル

ト
キ
ハ

却
テ
人
民
ノ

不
利
ヲ

醸
ス

ノ

恐
レ

ナ
キ
ヲ

保
セ

ス

故
ヲ

以
テ
、

未
タ
其
事
ヲ

公
ニ

セ

サ

リ
キ
、

然
ル

ニ

、

今
ヤ
各
位
ト
共
ニ

時
機
全
ク

熟
セ

リ
ト

認

定
ス

ル

ヲ

得
タ
リ
、

　
（
足
柄
上
郡
役
所
「
町
村
制
回
議
」）

郡
長
で

さ
え
、

ま
ち
ま
ち
な
受
け
取
り
方
を
し
て
い

た
「
町
村
ノ

廃
置
分
合
」
問
題
を
、

も
し
当
初
か
ら
町
村
に

諮
詢
し
た
場
合
、

地
域
利
害
の

対
立
に
よ
る
混
乱
は
不
可
避
で

あ
っ

た
。

知
事
は
混
乱
を
予
測
し
て

県
＝

郡
の

調
査
立
案
が
終
了
す
る
ま
で

各
町
村
に

諮
詢
し
な
か
っ

た
の

で

あ
っ

た
。

し
か
し
、

こ

う
し
た
配
慮
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

以
後
町
村
の

廃
置
分
合
を
め
ぐ
っ

て

各
地
で

紛
糾
し
た
こ

と
は
後
述
す
る
と
お
り
で

あ
る
。

と
も
あ
れ
、

県
当
局
は
種
々

の

問
題
を
残
し
な
が
ら
も
、

翌
八
九
年
三
月
五
日
に

は
「
町
村
制
施
行
順
序
」
を
定
め
、

同
月
十
一

日
に

は
、

県
令
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第
九
号
を
以
て
、

町
村
の

分
合
お
よ
び
そ
の

改
称
を
定
め
、

同
月

三
十
一

日
付
を
以
て

実
施
す
る
と
し
た
。

第41表　郡別町村数

「町村分合改称表」及び「各郡町村名大字役場位置表」から作成

第42表　神奈川県と関東各府県との町村合併率

東京市政調査会編『自治五十年史』276ページから作成
※東京は非施行町村25を含む。全国は非施行・未施行を含む。

なお合併率はB／A×100

新
町
村
の

誕
生

『
神
奈
川
県
町
村
合
併
誌
』
は
、

こ

の

県
令

第
九
号
の

「
町
村
分
合
改
称
表
」
が
即
新
町

村
と
し
て
い

る
。

し
か
し
、

こ

れ
は
新
た
に

実
施
さ
れ
た
町
村
で
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は
な
か
っ

た
。

実
施
し
た
新
町
村
の

区
画
及
び
町
村
名
は
、

同
年
七
月
十
九
日
付
『
神
奈
川
県
公
報

』
第
二

百
六
十
八
号
に

掲
載
さ
れ
た
「
神
奈
川

県
各
郡
町
村
名
大
字
役
場
位
置
表
」
に

示
さ
れ
て
い

る
。

こ

の

表
の

町
村
数
は
東
京
市
政
調
査
会
編
『
自
治
五
十
年
史
制
度
編
』
に

掲
載
さ
れ
て
い

る
内
務
省
統
計
報
告
の

町
村
数
と
一

致
し
て
い

る
。

県
令
第
九
号
は
四
月
一

日
実
施
に

固
執
す
る
県
当
局
の

勇
み
足
で

あ
っ

た
。

県
令
第
九
号
「
町
村
分
合
改
称
表
」
に
よ
る
町
村
数
と
「
各
郡
町
村
大
字
役
場
位
置
表
」
に
よ
る
そ
れ
と
を
比
較
す
る
と
第
四
十
一

表
の

よ
う
に

な
っ

て
い

る
。

新
町
村
数
三
百
二

十
が
い

か
に

後
退
し
た
数
字
で

あ
る
か
が
う
か
が
わ
れ
る
。

し
か
も
、

そ
の

内
の
二

八
㌫
、

九
十
一

町
村
は
二

十

五
の

町
村
組
合
に

編
成
さ
れ
て
い

た
。

と
く
に

津
久
井
・

西
多
摩
・

北
多
摩
・

足
柄
上
・

足
柄
下
の

各
郡
に

町
村
組
合
が
多
く
な
っ

て

い

た
。

さ
ら
に
、

本
県
の

町
村
合
併
の

状
況
を
関
東
各
府
県
お
よ
び
全
国
平
均
と
を
比
較
す
る
と
第
四
十
二

表
の

よ
う
に

な
っ

て
い

る
。

神
奈
川
県
の

合

併
率
は
関
東
各
府
県
だ
け
で

な
く
全
国
平
均
を
も
下
回
っ

て

い

た
。

と
も
あ
れ
、

そ
れ
ま
で

県
下
一

区
十
五
郡
の

千
三
百
八
十
三
町
村
（
一

八
八
八
年

末
現
在
）
は
一

市
三
百
二
十
町
村
に

再
編
さ
れ
た
の
で

あ
っ

た
。

二
　
町
村
制
実
施
を
め

ぐ
る

紛
議

町
村
民
の
自
治
観

北
多
摩
郡
の

内
野
杢
左
衛
門
は
「
町
村
制
之
儀
ニ

付
知
事
江
内
密
建
議
書
」（
内
野
禄
太
郎
氏
所
蔵
）
の

中
で

次
の

よ

う
に

述

べ

て
い

る
。

抑
、

一

町
村
ノ

人
民
各
自
治
ノ

団
結
ヲ

為
シ
、

以
テ
一

郡
ノ

自
治
一

県
ノ

自
治
ニ

及
ホ
シ
、

国
家
自
治
ノ

基
礎
ヲ

鞏
固
ナ
ラ
シ

ム

ル

ハ

今
更
喋
々

ヲ

用
ヒ

ス

候
得

共
、

一

町
村
ノ

自
治
体
ヲ

完
フ

ス

ル

ニ

ハ

風
俗
人
情
習
慣
等
ニ

頼
リ
自
然
団
結
シ
、

其
間
ニ

徳
義
ノ

存
ス

ル

ア
ッ

テ
、

而
後
国
家
ノ

其
礎
ヲ

鞏
固
ナ
ラ
シ

ム

ル

モ

ノ

ニ

シ

テ
、

町
村
従
来
ノ

区
域
ヲ

存
セ

サ
レ

ハ

、

随
テ
旧
慣
ヲ

破
壊
シ
、

遂
ニ

自
然
ノ

徳
義
ヲ

失
ヒ
、

其
独
立
ヲ

保
タ
サ
ル

モ

ノ

ト
被
存
候
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内
野
の

主
張
に

み
ら
れ
る
よ
う
な
伝
統
的
な
町
村
の

自
治
観
は
、

当
局
側
が
提
示
し
た
町
村
合
併
案
に

対
抗
し
た
大
多
数
の

町
村
民
の

自
治
観
で

あ
っ

た
。

し
か
し
な
が
ら
、

当
時
の

内
相
山
県
有
朋
が
後
年
「
町
村
ノ

自
治
ハ

隣
保
団
結
ノ

旧
慣
ヲ

基
礎
ト
シ
、

其
ノ

上
ニ

行
ハ

ル
ヽ

モ

ノ

ナ
リ

」

（「
徴
兵
制
度
及
自
治
制
度
確
立
ノ

沿
革
」、『
明
治
憲
政
経
済
史
論
』）
と
述
べ

て
い

る
よ
う
に
、

理
念
と
し
て

は
町
村
民
の

自
治
観
と
対
立
す
る
も
の

で

は

な
か
っ

た
。

し
か
し
、

現
実
に

は
強
兵
富
国
策
を
推
進
す
る
国
家
の

要
請
に

応
え
る
こ

と
が
で

き
る
町
村
の

力
い

か
ん
を
問
い
、

町
村
合
併
を
強
行

し
た
。

藩
閥
官
僚
に
と
っ

て
、

そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の

は
、

国
民
の

誉
望
を
担
っ

て

帝
国
議
会
に

登
場
す
る
政
党
勢
力
に

対
抗
す
る
た
め
、

議
会
の

掣
肘
を
受
け
な
い

権
力
基
盤
の

強
化
を
せ

ま
ら
れ
た
か
ら
で

あ
り
、

そ
れ
に

も
ま
し
て
、

欧
米
並
の

近
代
的
地
方
制
度
確
立
を
迫
る
列
強
と

の

条
約
改
正
交
渉
上
の

必
要
が
あ
っ

た
か
ら
で

あ
っ

た
。

山
県
が
「
此
法
律
ハ

本
邦
ノ

旧
慣
ヲ

襲
用
ス

ル

モ

ノ

多
シ

ト
雖
モ
、

地
方
ニ

依
テ
ハ

自
治

ヲ

為
ス

ノ

人
ヲ

得
ル

コ

ト
ニ

於
テ
、

且
又
町
村
共
同
事
業
ノ

費
用
ヲ

負
担
ス

ル

コ

ト
ニ

於
テ
多
少
ノ

困
難
ヲ

感
ズ
ル

コ

ト
ア
ル
ベ

シ

」（
山
県
前
掲
書

）

と
述
べ

て
い

る
よ
う
に
、

当
局
者
は
町
村
制
施
行
に

と
も
な
う
一

定
の

困
難
を
予
想
し
て
い

た
。

は
た
し
て
、

隣
保
団
結
の

旧
慣
を
基
礎
と
し
て

有
力
な
町
村
を
造
成
す
る
と
い

う
方
針
は
、

町
村
合
併
の

中
で
、

そ
の

矛
盾
を
あ
ら
わ
に
し
た
。

町
村
合
併
を

め
ぐ
る
紛
議

一

八
八
八
（
明
治
二
十
一

）
年
九
月
五
日
、

訓
令
甲
第
十
九
号
に

基
づ
い

て

各
郡
長
は
一

斉
に

連
合
町
村
戸
長
お

よ

び
総
代
を
招

集
し
、

郡
長
見
込
み
の

町
村
合
併
案
を
諮
問
し
た
。

こ

こ

に
至
っ

て

各
町
村
の

要
求
が
噴
出
し
、

県
＝

郡
の

方
針
と
対
立
し
た
。

そ
の

事
例
を
各
地
に

み
て

ゆ
く
こ

と
に
し
よ
う
。

㈠
　
足
柄
上
郡
松
田
惣
領
・

松
田
庶
子
・

金
手
・

金
子
・

神
山
の

連
合
五
か
村
の

場
合

郡
長
の

諮
問
案
は
、

こ

の

五
か
村
を
合
併
し
、

村
名
を
金
松
村
と
し
、

役
場
は
松
田
惣
領
に

置
く
と
い

う
も
の

で

あ
っ

た
。

し
か
し
、

松
田
惣
領

と
松
田
庶
子
の
二
か
村
は
両
村
だ
け
の

合
併
が
望
ま
し
い

が
、

資
力
標
準
に

達
し
な
い

と
の

理
由
で

郡
長
案
に

同
意
し
た
も
の

の
、

金
子
・

金
手
・

神
山
の

三
か
村
は
三
村
合
併
を
主
張
し
て
、

郡
長
案
に

抵
抗
し
た
。

足
柄
上
郡
長
代
理
は
こ

う
し
た
意
見
の

対
立
が
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

当
初
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県
当
局
へ

は
郡
の

見
込
み
が
正
し
い

と
報
告
し
て
い

た
。

こ

う
し
た
郡
当
局
の

や
り
方
は
各
村
の

反
発
を
ま
ね
い

た
。

金
子
村
は
「
上
申
書
」（
足
柄
上
郡
役
所
「
町
村
制
回
議
」、

資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
一

四
一

）
の

中
で

郡
長
案
に

反
対
し
た
理
由
を
次
の

よ
う
に

述
べ

て
い

る
。

連
合
五
ケ

村
ヲ

合
併
ス

ル

ト
キ
ハ

、

地
形
、

人
情
相
異
ナ
ル

ニ

ヨ

リ
、

山
岳
党
ト
カ
、

堤
防
党
ト
カ
、

平
地
党
ト
カ
ニ

別
レ
、

自
然
共
同
一

致
ナ
ラ
ス
、

随
テ
公
益

ヲ

害
ス

ル

ニ

至
ラ
ン
、

既
ニ

連
合
村
会
賦
課
法
ノ

目
ニ

都
度
ノ

議
論
囂
々

タ
ル

ヲ

以
テ
、

将
来
ヲ

ト
ス
ベ

キ
モ

ノ

ナ
レ

云
々

山
・

川
・

平
地
と
い

っ

た
生
産
諸
条
件
の

異
な
っ

た
地
域
は
そ
れ
ぞ
れ
利
害
を
異
に

し
て

お

り
、

村
民
に

と
っ

て
、

そ
う
し
た
条
件
を
無
視
し
て

行
政
区
画
を
設
け
た
結
果
が
ど
う
な
る
か
は
一

八
八
四
（
明
治
十
七

）
年
以
来
の

連
合
村
会
で

経
験
ず
み
で

あ
っ

た
。

結
局
、

郡
の

見
込
み
は
頓
挫

し
、

松
田
両
村
と
神
山
が
合
併
し
松
田
村
と
な
っ

た
。

神
山
を
松
田
両
村
と
合
併
さ
せ
た
の

は
、

松
田
両
村
の

み
で

は
資
力
標
準
に

達
し
な
い

か
ら

で

あ
っ

た
。

金
子
・

金
手
の

二
か
村
が
合
併
し
、

金
田
村
と
な
っ

た
。

㈡
　
足
柄
上
郡
柳
川
・

三
廻
部
・

菖
浦
・

八
沢
の

連
合
四
か
村
の

場
合

こ

の

連
合
四
か

村
を
合
併
し
、

北
秦
野
村
と
す
る
の

が
郡
長
の

諮
問
案
で

あ
っ

た
。

し
か
し
三
廻
部
村
は
寄
村
へ

の

合
併
を
主
張
し
て

譲
ら
な
か

っ

た
。

三
廻
部
村
に

は
こ

の

四
か
村
の

秣
場
等
が
あ
り
、

他
の

三
か
村
に
と
っ

て

は
死
活
の

問
題
で

あ
っ

た
。

そ
の

た
め
に
、

県
知
事
に

説
諭
願
を

出
し
、

よ
う
や
く
四
か
村
合
併
と
な
り
、

上
秦
野
村
と
な
っ

た
。

㈢
　
愛
甲
郡
三
田
・

棚
沢
・

下
川
入
・

妻
田
・

及
川
の

連
合
五
か
村
の

場
合

こ

の

連
合
五
か
村
を
合
併
さ
せ
よ
う
と
す
る
郡
当
局
に

対
し
、

五
か
村
連
合
戸
長
お
よ
び
棚
沢
・

妻
田
・

下
川
入
の

村
民
は
郡
長
あ
て
の

「
町
村

制
実
施
上
ニ

付
意
見
副
申
書
」（
柏
木
喜
重
郎
氏
蔵
・

資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
一

四
三

）
の

中
で

次
の

よ
う
に

述
べ

て
い

る
。

明
治
十
七
年
戸
長
役
場
区
画
御
発
布
ア
ル

ヤ
、

我
々

村
民
タ
ル

者
私
カ
ニ

謂
ク
、

如
何
ナ
ル

理
由
ア
ツ

テ
、

斯
ク

風
俗
人
情
ノ

異
ナ
ル
、

地
理
不
便
極
リ
ナ
キ
村
々
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